
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第

五
十
三
条
第
四
十
二
項
若
し
く
は
第
四
十
三
項
、

第
五
十
五
条
の
三
、
第
五
十
五
条
の
五
、
第
五
十

八
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
三
条
、

第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項（
同
条
第
六
項（
同

法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
又
は
第
七
十
二

条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）、
同
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
又

は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
項
（
同
法
第
七
十
二

条
の
二
十
五
第
七
項
（
同
法
第
七
十
二
条
の
二
十

八
第
二
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
七
十
二
条

の
二
十
八
第
二
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）若
し
く

は
第
五
項
（
同
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項

二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第

五
十
三
条
第
四
十
二
項
若
し
く
は
第
四
十
三
項
、

第
五
十
五
条
の
三
、
第
五
十
五
条
の
五
、
第
五
十

八
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
六
十
三
条
、

第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項（
同
条
第
六
項（
同

法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
又
は
第
七
十
二

条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）、
同
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
又

は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
項
（
同
法
第
七
十
二

条
の
二
十
五
第
七
項
（
同
法
第
七
十
二
条
の
二
十

八
第
二
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
七
十
二
条

の
二
十
八
第
二
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）若
し
く

は
第
五
項
（
同
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項

又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
七
十
二
条
の
三
十
九

の
三
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
五
、
第
七
十
二

条
の
四
十
、第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
二
項
、

第
四
項
、
第
六
項
、第
八
項
若
し
く
は
第
十
二
項
、

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五

十
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
四
第
三
項
、
第

七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
、
第
七
十
二
条
の
九
十

四
、
第
七
十
三
条
の
十
八
第
三
項
、
第
七
十
三
条

の
二
十
一
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
七
十
三

条
の
二
十
二
、
第
七
十
三
条
の
二
十
三
、
第
七
十

四
条
の
十
九
、
第
百
四
十
四
条
の
八
第
四
項
、
第

百
四
十
四
条
の
九
第
二
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第

百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
四
項
、
第
百
四
十
四
条

の
三
十
五
第
四
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十

四
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
四
第
四
項
若
し
く
は

第
六
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
五
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
、
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
六
項
若

し
く
は
第
七
項
、
第
三
百
五
十
四
条
の
二
（
同
法

第
七
百
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
百
八
十
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
四
項
（
同
法
第
四
百
十
七
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三

百
九
十
九
条
（
同
法
第
四
百
十
七
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
百
一
条
第

四
号
若
し
く
は
第
五
号
、第
四
百
十
七
条
第
二
項
、

又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
七
十
二
条
の
三
十
九

の
三
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
五
、
第
七
十
二

条
の
四
十
、第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
二
項
、

第
四
項
、
第
六
項
、第
八
項
若
し
く
は
第
十
二
項
、

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五

十
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
四
第
三
項
、
第

七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
、
第
七
十
二
条
の
九
十

四
、
第
七
十
三
条
の
十
八
第
三
項
、
第
七
十
三
条

の
二
十
一
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
七
十
三

条
の
二
十
二
、
第
七
十
三
条
の
二
十
三
、
第
七
十

四
条
の
十
九
、
第
百
四
十
四
条
の
八
第
四
項
、
第

百
四
十
四
条
の
九
第
二
項
若
し
く
は
第
九
項
、
第

百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
四
項
、
第
百
四
十
四
条

の
三
十
五
第
四
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十

三
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
四
第
四
項
若
し
く
は

第
六
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
五
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
、
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
六
項
若

し
く
は
第
七
項
、
第
三
百
五
十
四
条
の
二
（
同
法

第
七
百
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
百
八
十
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
四
項
（
同
法
第
四
百
十
七
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三

百
九
十
九
条
（
同
法
第
四
百
十
七
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
百
一
条
第

四
号
若
し
く
は
第
五
号
、第
四
百
十
七
条
第
二
項
、

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令

で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
四
十
六
条

法
別
表
第
一
の
五
十
九
の
項
の
主
務

省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
六
条

法
別
表
第
一
の
五
十
九
の
項
の
主
務

省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
被
保
険
者
証
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
、
特

定
疾
病
療
養
受
療
証
、
限
度
額
適
用
認
定
証
又

は
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に

関
す
る
事
務
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

二

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
被
保
険
者
証
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
、
特

定
疾
病
療
養
受
療
証
又
は
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
に
関
す
る
事
務
（
前
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

﹇
三
〜
八

略
﹈

﹇
三
〜
八

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
四
百
十
九
条
第
一
項
、
第
四
百
二
十
一
条
、
第

四
百
七
十
九
条
、
第
六
百
五
条
、
第
七
百
一
条
の

五
十
五
、
第
七
百
四
十
二
条
、
第
七
百
四
十
三
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
百
四
十
四
条

の
規
定
と
す
る
。

第
四
百
十
九
条
第
一
項
、
第
四
百
二
十
一
条
、
第

四
百
七
十
九
条
、
第
六
百
五
条
、
第
七
百
一
条
の

五
十
五
、
第
七
百
四
十
二
条
、
第
七
百
四
十
三
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
百
四
十
四
条

の
規
定
と
す
る
。

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報

〇
内
閣
府

総
務
省
令
第
四
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
別
表
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

石
田

真
敏

〇
内
閣
府

総
務
省
令
第
三
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

石
田

真
敏



改

正

後

改

正

前

第
二
十
五
条

法
別
表
第
二
の
四
十
二
の
項
の
主
務

省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

第
二
十
五
条

法
別
表
第
二
の
四
十
二
の
項
の
主
務

省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

﹇
一
〜
十
五

略
﹈

﹇
一
〜
十
五

同
上
﹈

十
六

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

の
十
四
の
四
第
一
項
又
は
同
令
第
二
十
七
条
の

十
四
の
五
の
市
町
村
若
し
く
は
組
合
の
認
定
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
と
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市
町
村
民
税
に

関
す
る
情
報

十
六

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

の
十
四
の
四
第
一
項
の
市
町
村
又
は
組
合
の
認

定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関

す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市
町
村
民

税
に
関
す
る
情
報

第
四
十
三
条

法
別
表
第
二
の
八
十
の
項
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務

と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

第
四
十
三
条

法
別
表
第
二
の
八
十
の
項
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務

と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

﹇
一
〜
九

略
﹈

﹇
一
〜
九

同
上
﹈

十

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
限
度
額
適
用

認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に

関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該

者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市
町
村

民
税
に
関
す
る
情
報

十

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
認
定

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市
町
村
民
税

に
関
す
る
情
報

十
一

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
六
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用

認
定
証
の
検
認
又
は
更
新
に
関
す
る
事
務

当

該
限
度
額
適
用
認
定
証
に
係
る
被
保
険
者
又
は

当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市

町
村
民
税
に
関
す
る
情
報

十
一

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
六
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
令
第
二
十
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
検
認
又
は
更
新
に
関

す
る
事
務

当
該
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
に
係
る
被
保
険
者
又
は
当
該
者
と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市
町
村
民
税

に
関
す
る
情
報

十
二

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を

行
う
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る

者
に
係
る
市
町
村
民
税
に
関
す
る
情
報

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

十
三

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
六
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
令
第
二
十
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
検
認
又
は
更
新
に
関

す
る
事
務

当
該
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
に
係
る
被
保
険
者
又
は
当
該
者
と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
市
町
村
民
税

に
関
す
る
情
報

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

第
四
十
三
条
の
二

法
別
表
第
二
の
八
十
一
の
項
の

主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二

法
別
表
第
二
の
八
十
一
の
項
の

主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

六

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
限
度
額
適
用

認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に

関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
年

金
給
付
関
係
情
報

六

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
認
定

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
年
金
給

付
関
係
情
報

七

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
六
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
令
第
二
十
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
認

定
証
の
検
認
又
は
更
新
に
関
す
る
事
務

当
該

限
度
額
適
用
認
定
証
に
係
る
被
保
険
者
に
係
る

年
金
給
付
関
係
情
報

七

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
六
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
二
十
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
の
検
認
又
は
更
新
に
関
す

る
事
務

当
該
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
に
係
る
被
保
険
者
に
係
る
年
金
給
付

関
係
情
報

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令

で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



八

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行

う
者
に
係
る
年
金
給
付
関
係
情
報

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

九

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
六
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
二
十
条
第
一
項
の
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
の
検
認
又
は
更
新
に
関
す

る
事
務

当
該
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
に
係
る
被
保
険
者
に
係
る
年
金
給
付

関
係
情
報

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

十

﹇
略
﹈

八

﹇
同
上
﹈

第
五
十
九
条
の
二

﹇
略
﹈

第
五
十
九
条
の
二

﹇
同
上
﹈

第
五
十
九
条
の
二
の
二

法
別
表
第
二
の
百
十
七
の

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
百
二
号
）に
よ
る
給
付
に
係
る
申
請
、

届
出
そ
の
他
の
行
為（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
申

請
等
」
と
い
う
。）に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

に
関
す
る
事
務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め

る
情
報
は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
者
に
係
る
次
に

掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
に
関
す
る
情

報
二

住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
民
票
関
係
情
報

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、第
五
十
九
条
の
二
の
二
に
係
る
改
正
規
定
は
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

復

興

庁

令

省

令

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報
〇
復
興
庁
令
第
二
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第

三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
並
び
に
第
四
十
四
条
第
五
項
及

び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
四
第
四
項
」
に
、「
第
六
十
八
条

の
九
第
二
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
九
第
四
項
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１
の
１
か
ら
別
記
様
式
第
８
の
２
ま
で
の
様
式
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
庁
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
１
の
１
か
ら
別
記
様
式
第
８
の

２
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
申
出
書
に
添
え
る
こ
れ
ら
の
規
定

に
規
定
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

都
道
府
県
等
の
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄

附
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
号
寄
附
金
」
と
い
う
。）の
募
集
の
取
組
及
び
当
該
都
道
府
県
等
が
受
領

し
た
第
一
号
寄
附
金
の
額
の
実
績
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
実
施
し
た
調
査
の
結
果
に
関
す
る
書
類

〇
総
務
省
令
第
三
十
八
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
二
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
八
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）、
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
十
七
を
第
一
条
の
十
九
と
す
る
。

第
一
条
の
十
六
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
三
十
七
条
の
二
第
四
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
四
項
」
を
「
第

三
十
七
条
の
二
第
十
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
十
八
と
す
る
。

第
一
条
の
十
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
三
項
の
申
出
書
の
提
出
方
法
等
）

第
一
条
の
十
六

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。）は
、
指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
の
七
月
一
日
か
ら

同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
申
出

書
及
び
書
類
（
次
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
「
申
出
書
等
」
と
い
う
。）を
総
務
大
臣
に
（
市
町
村
又
は
特
別
区

に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
）
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
と
は
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
三
項
の
申
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
一
条
の
十
七

法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
号
寄
附
金
の
募

集
の
適
正
な
実
施
に
関
し
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び

第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
返
礼
品
等
（
次
項
第
五
号
に
お
い
て
「
返
礼
品
等
」
と
い
う
。）を
提
供

し
な
い
場
合
に
は
、
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
）
と
す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
の
適
正

な
実
施
に
係
る
基
準
に
適
合
す
る
旨

二

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

旨
三

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

旨
四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項


